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 県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらのものが次に掲げる事項のいずれ
かに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。 
 
 ① この法律の規定、この法律の規定に基づく県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき。 
 ② 麻薬及び向精神薬取締法第３条第３項第２号から第６号までの各号のいずれかに該当するとき。 
 
 ＊「麻薬及び向精神薬取締法第３条第３項第２号から第６号までの各号」 
   『麻薬取扱者の免許（１）』の「２ 次の各号のいずれかに該当する者には、麻薬取扱者の免許を与えないことができる。」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対応

区分 
① 聴聞の実施 
② 弁明の機会の付与 
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